
第 34号 議 案

令 和 元 年 ９ 月 2 7日 
任 用 給 与 課 

東京都人事委員会規則等の一部改正について（給与関係、勤務時間関係） 

標記の件について、下記Ⅰの東京都人事委員会規則については、別添１のとおり

一部改正し、施行する。 

また、下記Ⅱの東京都教育委員会規則等の一部改正については申請（別添２）の

とおり承認する。 

記 

Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正（別添１） 

１ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

Ⅱ 東京都教育委員会規則等の一部改正（別添２） 

１ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

２ 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則及び都立学校等に勤務する日

勤講師に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

３ 職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
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Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正 

１ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目
該 当 条 文 内 容 

公安職給料表８級

昇格時職務区分別

号給表 
別表第８ロ  

【組織改正に伴う規定整備】 

職務区分２に規定されている職から「取調監督室長」を削除 

＜参 考＞取調監督室長の位置付け 

［現 行］           ［改正後］ 

総務部・理事官級（部長級） → 総務部企画課・管理官級（課長級） 

施 行 期 日 
附則 

令和元年10月１日 
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Ⅱ 東京都教育委員会規則等の一部改正 

１ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

会計年度任用職員制度の導入に伴い、所要の改正を行う。 

項   目
該 当 条 文 内 容 

任 用 数 
第３条 

○ 見出し改正

○ 「定数」→「任用数」

○ 「教育委員会」→「東京都教育委員会教育長」

任 用 
第４条 

○ 見出し改正

○ 職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により教

育委員会が任命（新たに規定）

○ 選考は公募によることとし、その方法及びその他必要な事項は、教育長

が別に定める（新たに規定）

服 務 
第７条 

地方公務員法に定めるもののほか、東京都立学校職員服務規程その他教育委

員会が定める服務に関する規程を適用（第２項から第４項までを削除） 

分 限 及 び 懲 戒 
第８条 

【条例直接適用に伴う規定整備】 

○ 見出し改正

○ 職員の分限に関する条例及び職員の懲戒に関する条例の定めによる

○ 懲戒条例の読替え

「職員給与条例第12条」→「学校職員給与条例第14条」

「第15条」→「第17条」

勤 務 時 間 
第14条第１項 

準常勤講師認定廃止に伴い、１週間を単位とする勤務時間の上限を統一 

準常勤講師26時間、準常勤講師以外13時間 → 26時間 

休 日 
第17条第１項 

第３項 

○ 言い替え規定を追加

○ 勤務時間が割り振られている日が休日に当たるときの振替の範囲

「当該月内」→「任用期間の範囲内」

勤務時間の振替え 
第17条の２ 

教育委員会が特に必要と認める場合の勤務時間の振替 

「当該勤務時間の属する週を含めた４週間」→「任用期間」 

休 憩 時 間 
第17条の３（新設） 

常勤職員の規定を準用 
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年次有給休暇の付与 
第18条第１項 

別表第１ 

第２項 

第３項 

第４項（新設） 

第５項 

第６項（新設） 

第７項（新設） 

第８項（新設） 

第９項 

第10項（新設） 

○ 年次有給休暇は一会計年度ごとの休暇とし、日数は各学校における所定

の勤務日数又は任用期間中の勤務日数及び東京都のいずれかの職に引き続

き在職した期間に応じて、一会計年度において別表第１のとおり

○ 数校兼ねて勤務しているときは、各学校における勤務日数に応じて学校

ごとに年次有給休暇を付与

○ その年度に使用しなかった年次有給休暇がある場合には、翌年度に限り

請求できる。ただし、前年度の当該学校における勤務実績が８割に満たな

い時間講師については、この限りではない

○ 勤務実績の算定において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす

・ 年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間により勤務しなかっ

た期間

・ 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

・ 育児休業を承認され、勤務しなかった期間

・ 職務専念義務を免除され、勤務しなかった期間

・ 学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規

則別表第１号から第４号までの原因に該当し、勤務できなかった期間

○ 年次有給休暇は、１日を単位として付与。ただし、職務に支障がないと

認めるときは、１時間を単位として付与

○ １日を単位とした年次有給休暇を請求した場合は、１時間を単位とした

休暇を与えてはならない

○ １時間単位の年次有給休暇の日への換算

・ 年次有給休暇を請求する学校における１日の勤務時間をもって１日

・ 勤務日ごとの勤務時間数が異なる場合の換算は、教育長が別に定める

○ 次の場合の年次有給休暇の取扱いは、教育長が別に定める

・ 東京都の会計年度任用の職以外の職にあった者が引き続き時間講師と

して新たに任用される場合

・ 東京都の会計年度任用の職に在職する者が年度の中途において引き続

き時間講師として新たに任用される場合

○ 年次有給休暇は請求があった時季に与えるが、職務に支障がある場合に

は他の時季に与えることができる

○ 上記により難い場合の年次有給休暇の取扱いは、教育長が別に定める

週５日以上 週４日 週３日 週２日 週１日

217日以上
169日から
216日まで

121日から
168日まで

73日から
120日まで

48日から
72日まで

１年未満 10日 ７日 ５日 ３日 １日

１年 11日 ８日 ６日 ４日 ２日

２年 12日 ９日 ６日 ４日 ２日

３年 14日 10日 ８日 ５日 ２日

４年 16日 12日 ９日 ６日 ３日

５年 18日 13日 10日 ６日 ３日

６年以上 20日 15日 11日 ７日 ３日

在
職
期
間

任用期間中の勤務日数
（上記以外の任用期間の場合）

所定の勤務日数
（４月１日から翌年３月31日まで

任用される場合）
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特 別 休 暇 
第18条の２（新設） 

第１項第１号 
別表第２ 

第２号 

第２項 

第３項 

第４項 

第５項 
第７項 

第６項 

○ 夏季休暇は１日を単位とし、夏季の期間において、所定の勤務日数に応じ

て、別表第２に掲げる日数以内とする

○ その他、特別休暇の規定は、常勤職員の規定を準用する

（読替え）

・ 「正規の勤務時間」→「当該時間講師について定められた勤務時間」 

・ 「一の年」→「一の年度」

○ 子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認は、１週間の所定

の勤務日数が３日以上の時間講師に限る

○ 子どもの看護休暇及び短期の介護休暇の１時間単位での承認は、当該休暇

を申請する学校において１日につき定められた勤務時間が４時間以上である

時間講師に限る

○ １時間を単位として使用した子どもの看護休暇及び短期の介護休暇は、１

日の勤務時間をもって１日。勤務日ごとの勤務時間数が異なる場合の換算は、

教育長が別に定める

○ 数校兼ねて勤務しているときは、各学校における１週間の所定の勤務日数

に応じて学校ごとに子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇を承認。

詳細については、教育長が別に定める

○ 妊娠出産休暇、母子保健健診休暇及び慶弔休暇は、各学校における承認期

間及び回数を通算

介 護 休 暇 
第18条の３（新設） 

第１項 
第２項 

第３項 

第４項 

○ 常勤職員の規定を準用

（読替え） 

・ 「介護休暇（前条に規定するものを除く。以下この条及び次条にお

いて同じ。）」→「介護休暇」

・ 「６月」→「93日」

・ 「180日」→「93日」

・ 「正規の勤務時間」

→「申請する時間講師について定められた勤務時間」

○ 次のいずれにも該当する場合、介護休暇を承認

・ 東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間が１年以上

・ 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から６月を経過す

る日までの間に、その任期が満了し、かつ、東京都のいずれかの職に引

き続き任用されないことが明らかでない

・ １週間の所定の勤務日数が３日以上

○ 数校兼ねて勤務しているときは、各学校における１週間の所定の勤務日

数に応じて与える。ただし、承認期間は各学校を通算

所定の勤務日数 付与日数

週４日以上 ３日

週３日 ２日
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介 護 時 間 
第19条（新設） 

第１項 
第２項 

第３項 

第４項 

○ 常勤職員の規定を準用

（読替え）

・ 「３年の期間内」→「在職する期間内（東京都の会計年度任用の職

にあって介護時間を取得した初日から連続する３年の期間内に限

る。）」

・ 「正規の勤務時間」→「申請する時間講師について定められた勤務

時間」

・ 「２時間」→「当該定められた勤務時間から５時間45分を減じた時

間（次項において「基準時間」という。）」

・ 「第22条」→「第18条の２第１項第２号で準用する勤務時間規則第

22条」

・ 「２時間」→「基準時間」

○ 次のいずれにも該当する場合、介護時間を承認

・ 東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間が１年以上

・ １週間の所定の勤務日数が３日以上

・ 介護時間を申請する学校において１日につき定められた勤務時間が６

時間15分以上である勤務日がある

○ 数校兼ねて勤務しているときは、各学校における１週間の所定の勤務日

数に応じて与える。ただし、承認期間は各学校を通算

年次有給休暇等の

申請 
第20条の２ 

常勤職員の規定を準用 

期 間 計 算 
第21条 

【特別休暇等新設に伴う規定整備】 

妊娠出産休暇、生理休暇、慶弔休暇及び介護休暇の期間には、当該休暇を承

認する学校において勤務を割り振られない日を含む 

報 酬 
第22条第１項第１号 

別表第３ 

第２号 

第２項（新設） 

○ 「基礎報酬」→「報酬」

○ 第一種報酬の経験区分に14～18区分を追加

○ 第二種報酬は通勤手当に相当する旨を新たに規定

○ 第一種報酬の額は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、前年度の時間額

を基準として、各年度の４月１日に見直し

報 酬 の 支 払 
第22条の２（新設） 

学校職員給与条例及び学校職員給与条例施行規則の規定を準用 

報酬の支給方法 
第23条第１項 

第２項（新設） 

○ 「基礎報酬」→「第一種報酬」

○ 第二種報酬の支給方法については、学校職員給与条例の規定を準用

経験区分 経験年数

１ １年未満 1,880

２ １年以上２年未満 1,950

３ ２年以上３年未満 2,020

… … …

14 13年以上14年未満 2,960

15 14年以上15年未満 3,050

16 15年以上16年未満 3,150

17 16年以上17年未満 3,250

18 17年以上 3,350

教育職員としての経験年数等
時間額（円）
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報 酬 の 減 額 
第23条の２（新設） 

第１項 

第２項 

第３項 

○ 第一種報酬から減額し、その算定方法は、勤務しない時間の合計に時間

額を乗じて得た額

○ 減額すべき事実のあった日の翌月に減額し、やむを得ない場合には、そ

の後の報酬支給の際に減額

○ 減額する場合には、常勤職員の例により、報酬減額整理簿を作成し保管

報酬の減額免除 
第23条の３第１項 

第３項 

（新設） 

○ 報酬の減額を免除することができる事由を新たに規定

・ 感染症予防

・ 災害交通遮断

・ 事故欠勤

・ 学校の業務停止

・ 職員団体等の適法な交渉

・ 人事委員会の承認を得て教育委員会が定めた事項

○ 免除の手続は、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による

（旧第24条削除）

報酬からの控除 
第24条（新設） 

学校職員給与条例の規定を準用 

期末手当の支給対

象外職員 
第26条（新設） 

第１項 

第２項 

○ 基準日（６月１日及び12月１日）在職者で、基準日現在、以下に該当す

る者

① 一会計年度において教育委員会に任用される期間が通算して６月未満

② 基準日付け採用者

③ 心身の故障、災害による生死不明又は所在不明等で休職中の者

④ 刑事休職中の者

⑤ 停職中の者

⑥ 専従休職中の者

⑦ 育児休業中の者

⑧ 自治法派遣中の者

⑨ 上記のほか、教育長が別に定める者

○ 基準日前１か月以内の退職者又は死亡者から除かれる者

・ 退職、失職、又は死亡の日において、上記①、④～⑦、⑨のいずれか

に該当した者

・ 分限免職された者

・ 欠格条項により失職した者

・ 懲戒免職された者

・ 講師条例の適用を受けていた者で、退職後新たに講師条例の適用を受

けることとなった者

期末手当の支給割

合 
第27条（新設） 

支給期間（基準日以前６か月以内）における在職期間の区分に応じ、常勤

職員と同様に定める割合 

（参考：「学校職員の期末手当に関する規則」第３条の表） 

在職期間 支給割合 

１５０日以上 １００／１００ 

１３５日以上１５０日未満 ９０／１００ 

１２０日以上１３５日未満 ８０／１００ 

１０５日以上１２０日未満 ７０／１００ 

９０日以上１０５日未満 ６０／１００ 

６０日以上 ９０日未満 ５０／１００ 

３０日以上 ６０日未満 ３０／１００ 

  １日以上 ３０日未満 １０／１００ 

０ ０ 
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期末手当の支給割

合算定に係る在職

期間 
第28条（新設） 

第１項 

第２項 

第３項 

○ 講師条例の適用を受ける時間講師として在職した期間について、日を単

位として計算

○ 除算期間については、それぞれ定める割合を乗じて得た期間を除算

・ 停職期間 10割 

・ 専従休職期間 10割 

・ 職務専念義務を免除された期間（災害交通遮断期間を除く） 10割

・ 病気休職等、刑事休職期間 ５割 

・ 育児休業期間 ５割 

・ 教育長が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間

教育長が別に定める割合 

・ 勤務時間の一部において、上記の事由により勤務しなかった期間

教育長が別に定める期間 

在職期間の通算 
第29条（新設） 

第１項 

第２項 

第３項 

【通算される者】 

○ 次の者から引き続き時間講師となった場合

・ 学校職員給与条例又は給与条例の適用を受けていた者

・ 特に教育長が定める者

【通算方法】 

○ 異なる任命権者に任用された期間は通算しない

○ 在職期間の算定は、教育長が別に定める場合を除き、前条の規定を準用

期末手当基礎額の

意義 
第30条（新設） 

第１項 

第２項 

○ 期末手当基礎額

第一種報酬の額×一週間当たりの勤務すべき勤務時間数×52週÷12月

（上記によらない場合） 

○ 基準日前１か月以内に退職・失職・死亡した者

退職・失職・死亡した日の前日における当該者が受けるべき第一種報酬

に基づく期末手当基礎額 

○ 基準日に労働者災害補償保険法等に基づき休業補償等を受けている者

当該者の第一種報酬（減額されている場合は減額後の額）に基づく期末

手当基礎額 

○ 基準日に懲戒処分による減給期間中の者

減給後の第一種報酬に基づく期末手当基礎額

○ 基準日に育児休業中の者

基準日における当該者が受けるべき第一種報酬に基づく期末手当基礎額

○ 教育長が別に定める者

教育長が別に定める期末手当基礎額

期末手当の支給日 
第31条（新設） 

６月期：６月30日（教育長が別に定める場合は12月10日） 

12月期：12月10日 

・ 支給日が土曜日又は日曜日 直前の営業日

・ 非常災害等により支給日に支給できない場合 教育長が別に定める支給

日

期末手当基礎額の

端数計算 
第32条（新設） 

１円未満端数切捨て 

派 遣 
第33条第３項 

第４項（新設） 

【区市町村に派遣される時間講師】 

○ 条文の削除・新設に伴う規定整備

○ 派遣時間講師の職免に関する規程等の読替え
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規 定 整 備 
第６条（削除） 

第９条（削除） 

第９条の２（削除） 

第10条（削除） 

第12条（削除） 

第13条（削除） 

第11条（削除） 

第14条第１項 

第１号、第２号（削除） 

第20条（削除） 

第25条（削除） 

【時間講師を会計年度任用職員とすることに伴う改正】 

○ 地方公務員法及び学校教育法が適用されるため、欠格条項の規定を削除

○ 地方公務員法及び服務規程が適用されるため、退職等の規定を削除

○ 教育公務員特例法が適用されるため、研修の規定を削除

○ 準常勤講師の設定の廃止に伴う規定削除

○ 勤務時間規則を準用するため、慶弔休暇の規定を削除

○ 期末手当の支給に伴う規定削除

○ 別記第１号様式～第７号様式削除

施 行 期 日 
附則第１項 

令和２年４月１日 

附 則 
附則第６項 

令和２年３月31日以前に時間講師として在職した期間は、期末手当支給割合

算定に係る在職期間に通算しない 
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経 過 措 置 
附則第２項 

附則第３項 

附則第４項 

附則第５項 

附則第６項ただし書 

【経過措置の対象者】 

令和２年４月１日から令和５年３月31日までの間、引き続き以下全てに該当

する者 

・ １年間継続雇用の者

・ 週当たり12時間以上の教科の授業を担当する者

・ 週当たり３日以上の出勤日数を有する者

【病気休暇廃止に伴う経過措置】 

○ 病気休暇を付与する基準は、常勤職員の病気休暇の規定を準用

○ 病気休暇の日数は、90日

【付加報酬廃止に伴う経過措置】 

○ 経過措置の対象者に係る第一種報酬の額は下表のとおり

○ 令和２年６月１日の基準日に係る期末手当について、令和元年12月２日

から令和２年３月31日までの在職期間を支給期間に通算

経験区分 経験年数 本則 令和２年度 令和３年度 令和４年度

１ １年未満 1,880

２ １年以上２年未満 1,950 2,140

３ ２年以上３年未満 2,020 2,220 2,140

４ ３年以上４年未満 2,090 2,300 2,220 2,140

５ ４年以上５年未満 2,160 2,380 2,300 2,220

６ ５年以上６年未満 2,230 2,460 2,380 2,300

７ ６年以上７年未満 2,310 2,540 2,460 2,380

８ ７年以上８年未満 2,400 2,630 2,540 2,460

９ ８年以上９年未満 2,490 2,730 2,630 2,540

10 ９年以上10年未満 2,580 2,840 2,730 2,630

11 10年以上11年未満 2,660 2,940 2,840 2,730

12 11年以上12年未満 2,780 3,030 2,940 2,840

13 12年以上13年未満 2,860 3,170 3,030 2,940

14 13年以上14年未満 2,960 3,260 3,170 3,030

15 14年以上15年未満 3,050 3,260 3,260 3,170

16 15年以上16年未満 3,150 3,260 3,260 3,260

17 16年以上17年未満 3,250 3,260 3,260 3,260

18 17年以上 3,350 3,350 3,350 3,350

教育職員としての経験年数等 時間額（円）
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２ 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則及び都立学校等に勤務する

日勤講師に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

短時間勤務の導入等に伴い、所要の改正を行う。 

項 目
該 当 条 文 内 容 

任 用 
第６条第１項 

第２項 

第３項 
別記第１号様式 

（削除） 

○ 職員の試験及び選考に関する規則に基づく旨の規定を削除

○ 選考は公募による旨を新たに規定

○ 辞令に係る様式を削除

任 期 
第７条第４項（削除） 

再任用に引き続き日勤講師に任用する場合の再度任用の回数の上限を廃止 

勤 務 時 間 
第16条の２（新設） 

１日の勤務時間が職務の性質により７時間45分により難い場合の勤務時間を５

時間とする 

勤 務 日 数 
第17条第１項 

第２項（新設） 

○ １日の勤務時間が７時間45分の日勤講師

１任期につき192日を超えない範囲で、月16日相当の日数を教育長が別に

定める 

○ １日の勤務時間が５時間の日勤講師

１任期につき216日を超えない範囲で、月18日相当の日数を教育長が別に

定める 

超 過 勤 務 
第19条の２ 

「１日につき７時間45分の勤務時間以外の時間において」 

→「１日につき定められた勤務時間以外の時間において」

年次有給休暇の付

与 
第20条第４項第５号 

第７項 

○ 「別表第１項から第４項まで」→「別表第１号から第４号まで」

○ 「７時間45分」→「１日の勤務時間」

１時間を単位とし

て使用した特別休

暇の日への換算等 
第24条第１項 

「７時間45分」→「１日の勤務時間」 

報 酬 
第26条第１項第１号 
別表第３ 

○ 第一種報酬は、一日の勤務時間を基準として定める報酬（別表第３）及

び超過勤務に対する報酬

一日の勤務時間が７時間

45分の日勤講師 

報酬額 

（月額） 
194,400円 

一日の勤務時間が５時間

の日勤講師 
報酬額 

（月額） 
141,100円 

報酬の減額免除 
第29条第３項 

第４項、第５項 
別記第２号様式 

（削除） 

○ 免除の手続は、常勤職員の例による

○ 第３項の規定によるため削除
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規 定 整 備 
第１条 

第29条第１号 

○ 「第２条第３項」→「第２条第２項」

○ 「別表第１項から第４項まで、第７項及び第15項」

→「別表第１号から第４号まで、第７号及び第15号」

一部改正規則の規

定整備 
第７条第４項 

第22条の２第３項 

第30条第２項第３号 

【規定整備】＊１ 

○ 第７条第４項に係る改正規定を削除

○ 介護時間承認の要件を号建てで規定

【成年被後見人等に係る欠格条項の削除に伴う規定整備】＊２ 

地方公務員法第16条で定める欠格条項から成年被後見人等の規定が削除され

ることに伴い、該当規定を削除 

文 言 整 備 
改正規則附則第１項 

「平成32年４月１日」→「令和２年４月１日」 

一部改正規則附則 
改正規則附則第４項 

令和２年３月31日以前に日勤講師として在職した期間は、期末手当支給割合

算定に係る在職期間に通算しない 

施 行 期 日 
附則第１項 

第１号 

第２号 

令和２年４月１日 

＊１の改正規定 公布の日 

＊２の改正規定 令和元年12月14日 

３ 職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

会計年度任用職員制度の導入に伴い、所要の改正を行う。 

項   目
該 当 条 文 内 容 

給 与 等 の 減 額 
第10条第３項（新設） 

条  第２項 

【会計年度任用職員制度の導入に伴う規定整備】 

部分休業により報酬を減額する場合、都立学校等に勤務する時間講師に関す

る規則の適用を受ける職員にあっては当該規則第23条の２（報酬の減額）の規

定を準用する旨を規定 

【文言整備】 

日勤講師の報酬減額に係る規定を第２項から第３項へ移行 

施 行 期 日 
附則 

令和２年４月１日 
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官雪

3 1教人勤第1 8 8号

令和元年9月2 0日

東 京都人事委、員会 殿

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部改正について（申請）

このことについて、 会計年度任用職員制度の導入に伴い、 下記のとおり規則を改正する必要が

あるため、 改正後の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例（昭和49年東京都条例第

30号）第4条等の規定に基づき、 承認方申請します。

言己

1 改正する規則

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則（昭和49年東京都教育委員会規則第24号）

2 改正の理由

会計 年度任用職員制度の導入に伴い、 所要の改正を行う必要があるため

3 改正案文
／ 

別添のとおり
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～ 目 次 ～ 

Ⅱ 東京都教育委員会規則等の一部改正 

１ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則（２頁） 

２ 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則及び都立学校等に勤務する日勤講師に関する規

則の一部を改正する規則の一部を改正する規則（32頁） 

３ 職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（38頁） 

規 則 改 正 案 文 一 覧
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第

三

項

中

「

当

該

月

内

」

を

「

任

用

期

間

の

範

囲

内

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

七

条

の

二

中

「

当

該

勤

務

時

間

の

属

す

る

週

を

含

め

た

四

週

間

」

を

「

任

用

期

間

」

に

改

め

、
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同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

休

憩

時

間

）

 

第

十

七

条

の

三

 

時

間

講

師

の

休

憩

時

間

に

つ

い

て

は

、

勤

務

時

間

条

例

第

七

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。

 

 

第

十

八

条

か

ら

第

二

十

二

条

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

（

年

次

有

給

休

暇

の

付

与

）

 

第

十

八

条

 

年

次

有

給

休

暇

は

一

会

計

年

度

ご

と

の

休

暇

と

し

、

そ

の

日

数

は

、

各

学

校

に

お

け

る

所

定

の

勤

務

日

数

又

は

任

用

期

間

中

の

勤

務

日

数

及

び

東

京

都

の

い

ず

れ

か

の

職

に

引

き

続

き

在

職

し

た

期

間

(

以

下

「

第

十

八

条

在

職

期

間

」

と

い

う

。

)
 

に

応

じ

て

、

一

会

計

年

度

に

お

い

て

別

表

第

一

の

と

お

り

と

す

る

。

 

２

 

時

間

講

師

が

条

例

第

一

条

に

規

定

す

る

都

立

学

校

等

を

数

校

兼

ね

て

勤

務

し

て

い

る

と

き

は

、

各

学

校

に

お

け

る

所

定

の

勤

務

日

数

又

は

任

用

期

間

中

の

勤

務

日

数

に

応

じ

て

当

該

学

校

ご

と

に

年

次

有

給

休

暇

を

与

え

る

。

 

３

 

第

一

項

に

規

定

す

る

年

次

有

給

休

暇

の

日

数

の

う

ち

、

そ

の

年

度

に

使

用

し

な

か

つ

た

日

数

が

あ

る

場

合

に

は

、

翌

年

度

に

限

り

こ

れ

を

請

求

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

前

年

度

の

当

該

学

校

に

お

け

る

勤

務

実

績

 
(

一

の

年

度

に

お

い

て

割

り

振

ら

れ

た

勤

務

時

間

の

総

数

に

対

す

る

勤
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務

し

た

時

間

の

割

合

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

)
 

が

八

割

に

満

た

な

い

時

間

講

師

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

４

 

勤

務

実

績

を

算

定

す

る

場

合

に

お

い

て

、

次

に

掲

げ

る

期

間

は

、

勤

務

し

た

時

間

と

み

な

す

。

 

 

一

 

条

例

第

五

条

に

規

定

す

る

休

暇

に

よ

り

勤

務

し

な

か

つ

た

期

間

 

 

二

 

公

務

上

の

傷

病

又

は

通

勤

に

よ

る

傷

病

に

よ

り

勤

務

し

な

か

つ

た

期

間

 

 

三

 

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

(

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

。

以

下

「

育

児

休

業

法

」

と

い

う

。

)
 

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

育

児

休

業

を

承

認

さ

れ

て

勤

務

し

な

か

つ

た

期

間

 

 

四

 

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

特

例

に

関

す

る

条

例

(

昭

和

二

十

六

年

東

京

都

条

例

第

十

六

号

。

以

下

「

職

務

専

念

義

務

条

例

」

と

い

う

。

)
 

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

さ

れ

て

勤

務

し

な

か

つ

た

期

間

 

 

五

 

学

校

職

員

の

給

与

の

減

額

を

免

除

す

る

こ

と

の

で

き

る

場

合

の

基

準

に

関

す

る

規

則

(

昭

和

三

十

一

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

三

号

。

以

下

「

給

与

減

免

規

則

」

と

い

う

。

)
 

別

表

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

の

原

因

に

該

当

す

る

場

合

で

勤

務

で

き

な

か

つ

た

期

間

 

５

 

年

次

有

給

休

暇

は

、

一

日

を

単

位

と

し

て

与

え

る

。

た

だ

し

、

教

育

委

員

会

は

、

職

務

に

支

障

が

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

一

時

間

を

単

位

と

し

て

与

え

る

こ

と

が

で

き

る

。
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６

 
前

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

時

間

講

師

が

一

日

を

単

位

と

し

た

年

次

有

給

休

暇

を

請

求

し

た

場

合

に

お

い

て

、

教

育

委

員

会

は

、

一

時

間

を

単

位

と

し

た

年

次

有

給

休

暇

を

時

間

講

師

に

与

え

て

は

な

ら

な

い

。

 

７

 

一

時

間

を

単

位

と

し

て

与

え

ら

れ

た

年

次

有

給

休

暇

を

日

に

換

算

す

る

場

合

に

は

、

年

次

有

給

休

暇

を

請

求

す

る

学

校

に

お

い

て

割

り

振

ら

れ

た

一

日

の

勤

務

時

間

を

も

つ

て

一

日

と

す

る

。

た

だ

し

、

勤

務

す

る

日

に

よ

り

勤

務

時

間

数

が

異

な

る

時

間

講

師

の

一

時

間

を

単

位

と

し

て

与

え

ら

れ

た

年

次

有

給

休

暇

の

日

へ

の

換

算

に

つ

い

て

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

。

 

８

 

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

東

京

都

の

い

ず

れ

か

の

職

（

会

計

年

度

任

用

の

職

を

除

く

。

）

に

あ

つ

た

者

が

引

き

続

き

時

間

講

師

と

し

て

新

た

に

任

用

さ

れ

る

場

合

又

は

東

京

都

の

会

計

年

度

任

用

の

職

に

在

職

す

る

者

が

年

度

の

中

途

に

お

い

て

引

き

続

き

時

間

講

師

と

し

て

新

た

に

任

用

さ

れ

る

場

合

の

そ

の

年

度

の

年

次

有

給

休

暇

の

取

扱

い

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

。

 

９

 

教

育

委

員

会

は

、

年

次

有

給

休

暇

を

時

間

講

師

の

請

求

す

る

時

季

に

与

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

請

求

さ

れ

た

時

季

に

年

次

有

給

休

暇

を

与

え

る

こ

と

が

職

務

に

支

障

の

あ

る

場

合

に

は

、

他

の

時

季

に

こ

れ

を

与

え

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

 10 

前

各

項

の

規

定

に

よ

り

難

い

場

合

の

年

次

有

給

休

暇

の

取

扱

い

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

。

 

（

特

別

休

暇

）
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第

十

八

条

の

二

 

条

例

第

五

条

第

二

項

に

定

め

る

時

間

講

師

の

特

別

休

暇

の

取

扱

い

に

つ

い

て

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

 

一

 

夏

季

休

暇

は

一

日

を

単

位

と

し

、

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則
(

平

成

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

。

以

下

「

勤

務

時

間

規

則

」

と

い

う

。

)

第

二

十

七

条

第

一

項

に

定

め

る

夏

季

の

期

間

に

お

い

て

、

所

定

の

勤

務

日

数

に

応

じ

て

、

別

表

第

二

に

掲

げ

る

日

数

以

内

で

承

認

す

る

。

 

 

二

 

前

号

及

び

次

項

か

ら

第

七

項

ま

で

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

時

間

講

師

の

特

別

休

暇

に

つ

い

て

は

、

勤

務

時

間

規

則

第

十

七

条

、

第

十

八

条

、

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

二

条

ま

で

、

第

二

十

三

条

の

三

か

ら

第

二

十

五

条

ま

で

、

第

二

十

七

条

第

一

項

及

び

第

二

十

七

条

の

四

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

勤

務

時

間

規

則

第

十

七

条

第

一

項

、

第

二

十

一

条

第

二

項

及

び

第

二

十

二

条

第

二

項

中

「

正

規

の

勤

務

時

間

」

と

あ

る

の

は

「

当

該

時

間

講

師

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

」

と

、

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

三

条

の

三

第

二

項

及

び

第

二

十

七

条

の

四

第

二

項

中

「

一

の

年

」

と

あ

る

の

は

「

一

の

年

度

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

条

例

第

五

条

第

二

項

に

規

定

す

る

休

暇

の

う

ち

、

子

ど

も

の

看

護

休

暇

 

、

夏

季

休

暇

及

び

短

期

の

介

護

休

暇

の

承

認

に

つ

い

て

は

、

一

週

間

の

所

定

の

勤

務

日

数

が

三

日

以

上

で

あ

る

時

間

講

師

に

限

る

も

の

と

す

る

。
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３

 
条

例

第

五

条

第

二

項

に

規

定

す

る

休

暇

の

う

ち

、

子

ど

も

の

看

護

休

暇

及

び

短

期

の

介

護

休

暇

に

つ

い

て

は

、

当

該

休

暇

を

申

請

す

る

学

校

に

お

い

て

一

日

に

つ

き

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

が

四

時

間

以

上

で

あ

る

時

間

講

師

に

限

り

一

時

間

を

単

位

と

し

て

承

認

す

る

も

の

と

す

る

。

 

４

 

一

時

間

を

単

位

と

し

て

使

用

し

た

子

ど

も

の

看

護

休

暇

及

び

短

期

の

介

護

休

暇

を

日

に

換

算

す

る

場

合

に

は

、

一

日

の

勤

務

時

間

を

も

つ

て

一

日

と

す

る

。

た

だ

し

、

勤

務

す

る

日

に

よ

り

勤

務

時

間

数

が

異

な

る

時

間

講

師

の

一

時

間

を

単

位

と

し

て

与

え

ら

れ

た

当

該

休

暇

の

日

へ

の

換

算

に

つ

い

て

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

。

 

５

 

時

間

講

師

が

条

例

第

一

条

に

規

定

す

る

都

立

学

校

等

を

数

校

兼

ね

て

勤

務

し

て

い

る

と

き

は

、

各

学

校

に

お

け

る

一

週

間

の

所

定

の

勤

務

日

数

に

応

じ

て

当

該

学

校

ご

と

に

子

ど

も

の

看

護

休

暇

、

夏

季

休

暇

及

び

短

期

の

介

護

休

暇

を

承

認

す

る

。

 

６

 

妊

娠

出

産

休

暇

、

母

子

保

健

健

診

休

暇

及

び

慶

弔

休

暇

の

承

認

期

間

及

び

承

認

回

数

は

、

各

学

校

に

お

い

て

承

認

し

た

期

間

及

び

回

数

を

通

算

す

る

も

の

と

す

る

。

 

７

 

第

五

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

時

間

講

師

が

条

例

第

一

条

に

規

定

す

る

都

立

学

校

等

を

数

校

兼

ね

て

勤

務

し

て

い

る

場

合

の

特

別

休

暇

の

取

扱

い

に

つ

い

て

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

。

 

（

介

護

休

暇

）

 

第

十

八

条

の

三

 

教

育

委

員

会

は

、

時

間

講

師

が

そ

の

配

偶

者

又

は

二

親

等

内

の

親

族

で

疾

病

、

負
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傷

又

は

老

齢

に

よ

り

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

に

支

障

が

あ

る

も

の

(

以

下

「

要

介

護

者

」

と

い

う

。
)
 

の

介

護

を

す

る

た

め

、

勤

務

し

な

い

こ

と

が

相

当

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

お

け

る

休

暇

と

し

て

、

介

護

休

暇

 
(

短

期

の

介

護

休

暇

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

及

び

第

二

十

一

条

に

お

い

て

同

じ

。

)
 

を

承

認

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

時

間

講

師

の

介

護

休

暇

に

つ

い

て

は

、

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

八

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

一

項

中

「

介

護

休

暇

（

前

条

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

及

び

次

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

介

護

休

暇

」

と

、

「

六

月

」

と

あ

る

の

は

「

九

十

三

日

」

と

、

「

百

八

十

日

」

と

あ

る

の

は

「

九

十

三

日

」

と

、

同

条

第

三

項

中

「

正

規

の

勤

務

時

間

」

と

あ

る

の

は

「

申

請

す

る

時

間

講

師

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

３

 

教

育

委

員

会

は

、

時

間

講

師

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

場

合

は

介

護

休

暇

を

承

認

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一

 

第

十

八

条

在

職

期

間

が

一

年

以

上

で

あ

る

時

間

講

師

 

二

 

介

護

休

暇

開

始

予

定

日

か

ら

起

算

し

て

九

十

三

日

を

経

過

す

る

日

か

ら

六

月

を

経

過

す

る

日

ま

で

の

間

に

、

そ

の

任

期

が

満

了

し

、

か

つ

、

東

京

都

の

い

ず

れ

か

の

職

に

引

き

続

き

任

用

さ

れ

な

い

こ

と

が

明

ら

か

で

な

い

時

間

講

師
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三
 

一

週

間

の

所

定

の

勤

務

日

数

が

三

日

以

上

で

あ

る

時

間

講

師

 

４

 
時

間

講

師

が

条

例

第

一

条

に

規

定

す

る

都

立

学

校

等

を

数

校

兼

ね

て

勤

務

し

て

い

る

と

き

は

、

各

学

校

に

お

け

る

一

週

間

の

所

定

の

勤

務

日

数

に

応

じ

て

当

該

学

校

ご

と

に

介

護

休

暇

を

与

え

る

。

 
 

た

だ

し

、

承

認

す

る

期

間

に

つ

い

て

は

、

当

該

年

度

に

お

い

て

各

学

校

で

承

認

し

た

期

間

を

通

算

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

介

護

時

間

）

 

第

十

九

条

 

教

育

委

員

会

は

、

時

間

講

師

が

申

請

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

時

間

講

師

が

要

介

護

者

の

介

護

を

す

る

た

め

、

勤

務

し

な

い

こ

と

が

相

当

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

一

日

の

勤

務

時

間

の

一

部

に

つ

い

て

勤

務

し

な

い

こ

と

(

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

介

護

時

間

」

と

い

う

。

)
 

を

承

認

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

時

間

講

師

の

介

護

時

間

に

つ

い

て

は

、

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

八

条

の

二

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

一

項

中

「

三

年

の

期

間

内

」

と

あ

る

の

は

「

在

職

す

る

期

間

内

(

東

京

都

の

会

計

年

度

任

用

の

職

に

あ

つ

て

介

護

時

間

を

取

得

し

た

初

日

か

ら

連

続

す

る

三

年

の

期

間

内

に

限

る

。

)

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

正

規

の

勤

務

時

間

」

と

あ

る

の

は

「

申

請

す

る

時

間

講

師

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

」

と

、

「

二

時

間

」

と

あ

る

の

は

「

当

該

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

か

ら

五

時

間

四

十

五

分

を

減

じ

た

時

間

（

次

項

に

お

い

て

「

基

準

時

間

」

と

い
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う

。

）

」

と

、

同

条

第

三

項

中

「

第

二

十

二

条

」

と

あ

る

の

は

「

第

十

八

条

の

二

第

一

項

第

二

号

で

準

用

す

る

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

二

条

」

と

、

「

二

時

間

」

と

あ

る

の

は

「

基

準

時

間

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

３

 

教

育

委

員

会

は

、

時

間

講

師

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

場

合

は

介

護

時

間

を

承

認

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一

 

第

十

八

条

在

職

期

間

が

一

年

以

上

で

あ

る

時

間

講

師

 

二

 

一

週

間

の

所

定

の

勤

務

日

数

が

三

日

以

上

で

あ

る

時

間

講

師

 

三

 

介

護

時

間

を

申

請

す

る

学

校

に

お

い

て

一

日

に

つ

き

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

が

六

時

間

十

五

分

以

上

で

あ

る

勤

務

日

が

あ

る

時

間

講

師

 

４

 

時

間

講

師

が

条

例

第

一

条

に

規

定

す

る

都

立

学

校

等

を

数

校

兼

ね

て

勤

務

し

て

い

る

と

き

は

、

各

学

校

に

お

け

る

一

週

間

の

所

定

の

勤

務

日

数

に

応

じ

て

当

該

学

校

ご

と

に

介

護

時

間

を

与

え

る

。

 

 

た

だ

し

、

承

認

期

間

に

つ

い

て

は

、

当

該

年

度

に

お

い

て

各

学

校

で

承

認

し

た

期

間

を

通

算

す

る

も

の

と

す

る

。

 

第

二

十

条

 

削

除

 

（

年

次

有

給

休

暇

等

の

申

請

）

 

第

二

十

条

の

二

 

第

十

八

条

及

び

第

十

八

条

の

二

に

規

定

す

る

休

暇

の

申

請

に

つ

い

て

は

、

勤

務

時
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間

規

則

第

三

十

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

教

育

委

員

会

が

別

に

定

め

る

休

暇

を

申

請

す

る

た

め

の

様

式

は

、

学

校

職

員

の

休

暇

処

理

に

関

す

る

規

程

(

平

成

十

五

年

東

京

都

教

育

委

員

会

訓

令

第

五

号

)

別

記

第

一

号

様

式

と

す

る

。

 

（

期

間

計

算

）
 

第

二

十

一

条

 
妊

娠

出

産

休

暇

、

生

理

休

暇

、

慶

弔

休

暇

及

び

介

護

休

暇

の

期

間

に

は

、

当

該

休

暇

を

承

認

す

る

学

校

に

お

い

て

勤

務

を

割

り

振

ら

れ

な

い

日

を

含

む

も

の

と

す

る

。

 

（

報

酬

）

 

第

二

十

二

条

 

条

例

第

六

条

に

規

定

す

る

報

酬

は

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

 

一

 

第

一

種

報

酬

 

時

間

講

師

の

教

育

職

員

と

し

て

の

識

見

及

び

経

験

等

を

基

準

と

し

て

、

別

表

第

三

に

定

め

る

区

分

に

よ

る

額
 

 

二

 

第

二

種

報

酬

 

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

(

昭

和

三

十

一

年

東

京

都

条

例

第

六

十

八

号

。

以

下

「

給

与

条

例

」

と

い

う

。

)
 

第

十

四

条

に

規

定

す

る

通

勤

手

当

に

相

当

す

る

額

で

あ

つ

て

、

時

間

講

師

の

通

勤

の

実

情

等

を

勘

案

し

て

、

同

条

の

例

に

よ

り

算

出

し

た

額

 

２

 

前

項

第

一

号

に

掲

げ

る

別

表

第

三

に

定

め

る

区

分

に

よ

る

額

は

、

常

勤

職

員

の

給

与

と

の

権

衡

を

考

慮

し

、

前

年

度

の

時

間

額

を

基

準

と

し

て

、

各

年

度

の

四

月

一

日

に

見

直

す

も

の

と

す

る

。

 

 

第

二

十

二

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。
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（

報

酬

の

支

払

）

 

第

二

十

二

条

の

二

 

報

酬

の

支

払

に

つ

い

て

は

、

給

与

条

例

第

五

条

及

び

学

校

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

(

昭

和

三

十

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

八

号

。

以

下

「

給

与

規

則

」

と

い

う

。
)
 

第

一

条

の

二

の

規

定

を

準

用

す

る

。

 

 

第

二

十

三

条

の

見

出

し

中

「

基

礎

報

酬

」

を

「

報

酬

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

基

礎

報

酬

」

を

「

第

一

種

報

酬

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２

 

第

二

種

報

酬

の

支

給

方

法

に

つ

い

て

は

、

給

与

条

例

第

十

四

条

第

二

項

の

規

定

を

準

用

す

る

。

 

 

第

二

十

三

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

教

育

委

員

会

が

特

に

必

要

と

認

め

た

と

き

は

、

前

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

支

給

方

法

に

よ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

第

二

十

三

条

の

二

第

一

項

中

「

交

通

機

関

の

事

故

」

を

「

給

与

減

免

規

則

別

表

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

、

第

七

号

及

び

第

十

五

号

の

原

因

に

該

当

す

る

場

合

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

第

一

項

及

び

前

項

に

規

定

す

る

免

除

の

手

続

に

つ

い

て

は

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

 

 

第

二

十

三

条

の

二

を

第

二

十

三

条

の

三

と

し

、

第

二

十

三

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。
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（

報

酬

の

減

額

）

 

第

二

十

三

条

の

二

 

条

例

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

減

額

す

る

報

酬

は

第

二

十

二

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

第

一

種

報

酬

と

し

、

そ

の

減

額

す

る

額

は

、

勤

務

し

な

い

時

間

の

合

計

（

当

該

合

計

に

一

時

間

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

端

数

が

三

十

分

以

上

の

と

き

は

切

り

上

げ

、

三

十

分

未

満

の

と

き

は

切

り

捨

て

る

。

）

に

、

別

表

第

三

に

定

め

る

額

を

乗

じ

た

額

と

す

る

。

 

２

 

第

一

種

報

酬

の

減

額

は

、

減

額

す

べ

き

事

実

の

あ

つ

た

日

の

翌

月

の

報

酬

支

給

の

際

、

行

う

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

や

む

を

得

な

い

理

由

に

よ

り

、

当

該

報

酬

支

給

の

際

に

報

酬

の

減

額

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

場

合

に

は

、

そ

の

後

の

報

酬

支

給

の

際

、

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

第

一

種

報

酬

の

額

を

減

額

し

て

支

給

す

る

場

合

、

教

育

委

員

会

は

、

給

与

規

則

第

八

条

に

規

定

す

る

給

与

減

額

整

理

簿

の

例

に

よ

り

、

報

酬

減

額

整

理

簿

を

作

成

し

、

保

管

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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第

二

十

四

条

及

び

第

二

十

五

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

（

報

酬

か

ら

の

控

除

）

 

第

二

十

四

条
 

時

間

講

師

の

報

酬

か

ら

の

控

除

に

つ

い

て

は

、

給

与

条

例

第

二

十

四

条

の

五

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

中

「

給

与

」

と

あ

る

の

は

、

「

報

酬

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。
 

 

第

二

十

五

条

 

削

除
 

 

第

二

十

七

条

を

第

三

十

四

条

と

し

、

第

二

十

六

条

第

三

項

中

「

第

七

条

第

四

項

、

第

十

一

条

」

を

「

第

七

条

」

に

、

「

第

十

八

条

第

一

項

及

び

第

四

項

か

ら

第

六

項

ま

で

、

第

十

八

条

の

二

第

二

項

及

び

第

四

項

、

第

十

八

条

の

三

第

二

項

及

び

第

三

項

、

第

十

九

条

第

二

項

、

第

二

十

条

第

二

項

、

第

二

十

三

条

の

二

第

二

項

並

び

に

第

二

十

四

条

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

で

」

を

「

第

十

七

条

の

三

、

第

十

八

条

、

第

十

八

条

の

二

、

第

十

八

条

の

三

、

第

十

九

条

並

び

に

第

二

十

三

条

の

三

第

二

項

及

び

第

三

項

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

第

三

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

４

 

派

遣

時

間

講

師

に

つ

い

て

は

、

第

十

八

条

第

四

項

第

四

号

の

規

定

中

「

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

特

例

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

東

京

都

条

例

第

十

六

号

。

以

下

「

職

務

専

念

義

務

条

例

」

と

い

う

。

）

第

二

条

」

及

び

第

二

十

八

条

第

二

項

第

三

号

の

規

定

中

「

職

務

専

念

義

務

条

例

第

二

条

」

と

あ

る

の

は

「

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

特

例

に

関

し

当

該

区

市

町

村

が
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定

め

た

条

例

」

と

、

同

号

の

規

定

中

「

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

免

除

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

一

号

）

第

二

条

第

二

号

に

掲

げ

る

場

合

」

と

あ

る

の

は

「

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

特

例

に

関

し

当

該

区

市

町

村

が

定

め

た

条

例

又

は

当

該

条

例

に

基

づ

く

規

程

に

定

め

ら

れ

た

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

免

除

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

一

号

）

第

二

条

第

二

号

に

掲

げ

る

場

合

に

相

当

す

る

場

合

」

と

、

「

東

京

都

立

学

校

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

免

除

に

関

す

る

事

務

取

扱

規

則

（

昭

和

四

十

一

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

四

十

七

号

）

に

基

づ

き

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

場

合

の

適

用

基

準

の

う

ち

教

育

長

が

別

に

定

め

る

期

間

」

と

あ

る

の

は

「

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

特

例

に

関

し

当

該

区

市

町

村

が

定

め

た

条

例

又

は

当

該

条

例

に

基

づ

く

規

程

に

定

め

ら

れ

た

東

京

都

立

学

校

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

場

合

の

適

用

基

準

の

う

ち

教

育

長

が

別

に

定

め

る

期

間

に

相

当

す

る

期

間

」

と

読

み

替

え

て

適

用

す

る

。

 

第

二

十

六

条

を

第

三

十

三

条

と

し

、

第

二

十

五

条

の

次

に

次

の

七

条

を

加

え

る

。

 

（

期

末

手

当

の

支

給

対

象

外

職

員

）

 

第

二

十

六

条

 

条

例

第

八

条

の

二

第

一

項

前

段

の

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

時

間

講

師

は

、

次

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。

 

 

一

 

一

会

計

年

度

に

お

い

て

、

教

育

委

員

会

に

任

用

さ

れ

る

期

間

が

通

算

し

て

六

月

に

満

た

な

い
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者

（

教

育

長

が

別

に

定

め

る

者

を

除

く

。

）

 

 

二

 
条

例

第

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

基

準

日

（

以

下

「

基

準

日

」

と

い

う

。

）

に

新

た

に

条

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

つ

た

者

（

第

二

十

九

条

の

適

用

を

受

け

る

者

を

除

く

。

）

 

 

三

 

法

第

二

十

八

条

第

二

項

第

一

号

又

は

職

員

の

休

職

の

事

由

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

十

一

号

）

第

二

条

第

三

号

若

し

く

は

第

四

号

の

規

定

に

該

当

し

て

休

職

に

さ

れ

て

い

る

者

（

以

下

「

休

職

中

の

者

」

と

い

う

。

）

 

 

四

 

法

第

二

十

八

条

第

二

項

第

二

号

の

規

定

に

該

当

し

て

休

職

に

さ

れ

て

い

る

者

 

 

五

 

法

第

二

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

停

職

に

さ

れ

て

い

る

者

 

 

六

 

法

第

五

十

五

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

許

可

を

受

け

て

い

る

者

 

 

七

 

育

児

休

業

法

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

育

児

休

業

中

の

者

（

基

準

日

に

育

児

休

業

中

の

者

の

う

ち

、

基

準

日

以

前

六

箇

月

以

内

の

期

間

（

以

下

「

支

給

期

間

」

と

い

う

。

）

に

お

い

て

勤

務

し

た

期

間

（

休

暇

の

期

間

そ

の

他

勤

務

し

な

い

こ

と

に

つ

き

特

に

承

認

の

あ

つ

た

期

間

（

育

児

休

業

法

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

育

児

休

業

を

し

て

い

た

期

間

及

び

第

三

号

か

ら

第

五

号

ま

で

に

掲

げ

る

者

と

し

て

在

職

し

た

期

間

を

除

く

。

）

を

含

む

。

）

が

あ

る

者

を

除

く

。

）

 

八

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

五

十

二

条

の

十

七

（

同

法

第

二
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百

九

十

二

条

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

他

の

地

方

公

共

団

体

に

派

遣

さ

れ

て

い

る

者

 

九

 

前

各

号

に

定

め

る

者

の

ほ

か

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

者

 

２

 

条

例

第

八

条

の

二

第

一

項

後

段

の

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

時

間

講

師

は

、

次

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。

 

 

一

 

退

職

し

、

若

し

く

は

失

職

し

、

又

は

死

亡

し

た

日

に

お

い

て

前

項

第

一

号

、

第

四

号

か

ら

第

七

号

ま

で

又

は

第

九

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

し

た

者

 

 

二

 

法

第

二

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

免

職

さ

れ

た

者

 

 

三

 

法

第

二

十

八

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

職

を

失

つ

た

者

 

 

四

 

法

第

二

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

免

職

さ

れ

た

者

 

 

五

 

条

例

の

適

用

を

受

け

て

い

た

者

で

、

退

職

後

新

た

に

条

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

つ

た

者

 

（

期

末

手

当

の

支

給

割

合

）

 

第

二

十

七

条

 

条

例

第

八

条

の

二

第

二

項

の

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

支

給

割

合

は

、

支

給

期

間

に

お

け

る

そ

の

者

の

在

職

期

間

の

区

分

に

応

じ

、

学

校

職

員

の

期

末

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

三

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

四

十

二

号

）

第

三

条

の

表

に

定

め

る

割

合

と

す

る

。
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（

期

末

手

当

の

支

給

割

合

算

定

に

係

る

在

職

期

間

）

 

第

二

十

八

条

 

前

条

の

在

職

期

間

は

、

条

例

の

適

用

を

受

け

る

時

間

講

師

と

し

て

在

職

し

た

期

間

に

つ

い

て

日

を

単

位

と

し

て

計

算

す

る

。

 

２

 

前

項

の

期

間

の

算

定

に

当

た

つ

て

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

期

間

に

応

じ

、

当

該

期

間

に

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

割

合

を

乗

じ

て

得

た

期

間

を

除

算

す

る

。

 

 

一

 

第

二

十

六

条

第

一

項

第

五

号

に

掲

げ

る

者

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 

十

割

 

 

二

 

第

二

十

六

条

第

一

項

第

六

号

に

掲

げ

る

者

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 

十

割

 

 

三

 

職

務

専

念

義

務

条

例

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

さ

れ

た

期

間

（

第

二

十

三

条

の

三

第

一

項

に

掲

げ

る

場

合

若

し

く

は

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

免

除

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

一

号

）

第

二

条

第

二

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

し

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

さ

れ

た

期

間

又

は

東

京

都

立

学

校

職

員

の

職

務

に

専

念

す

る

義

務

の

免

除

に

関

す

る

事

務

取

扱

規

則

（

昭

和

四

十

一

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

四

十

七

号

）

に

基

づ

き

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

す

る

場

合

の

適

用

基

準

の

う

ち

教

育

長

が

別

に

定

め

る

期

間

若

し

く

は

こ

れ

に

類

す

る

期

間

を

除

く

。

）

 

十

割

 

 

四

 

休

職

中

の

者

又

は

第

二

十

六

条

第

一

項

第

四

号

に

掲

げ

る

者

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 

五

割

 

 

五

 

育

児

休

業

法

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

育

児

休

業

中

の

者

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 

五
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割
 

 

六

 
教

育

長

が

別

に

定

め

る

事

由

に

該

当

し

、

勤

務

し

な

か

つ

た

期

間

 

教

育

長

が

別

に

定

め

る

割

合

 

３

 

第

十

四

条

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

の

一

部

に

お

い

て

、

前

項

各

号

に

掲

げ

る

事

由

に

よ

り

勤

務

し

な

い

と

き

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

期

間

を

除

算

す

る

。

 

（

在

職

期

間

の

通

算

）
 

第

二

十

九

条

 

次

に

掲

げ

る

者

が

、

引

き

続

い

て

条

例

の

適

用

を

受

け

る

時

間

講

師

と

な

つ

た

場

合

に

お

い

て

は

、

条

例

適

用

前

の

そ

れ

ら

の

職

員

と

し

て

在

職

し

た

期

間

を

、

条

例

適

用

後

の

在

職

期

間

に

通

算

す

る

。

 

 

一

 

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

て

い

た

者

 

 

二

 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

東

京

都

条

例

第

七

十

五

号

）

の

適

用

を

受

け

て

い

た

者

 

 

三

 

前

各

号

に

定

め

る

者

の

ほ

か

、

特

に

教

育

長

が

定

め

る

者

 

２

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

条

例

の

適

用

を

受

け

る

時

間

講

師

で

、

異

な

る

任

命

権

者

に

任

用

さ

れ

た

期

間

は

通

算

し

な

い

。

 

３

 

第

一

項

の

期

間

の

算

定

に

つ

い

て

は

、

教

育

長

が

別

に

定

め

る

場

合

を

除

き

、

前

条

の

規

定

を
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準

用

す

る

。

 

（

期

末

手

当

基

礎

額

の

意

義

）

 

第

三

十

条

 

条

例

第

八

条

の

二

第

二

項

の

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

方

法

に

よ

り

月

額

に

換

算

し

た

額

(

以

下

「

期

末

手

当

基

礎

額

」

と

い

う

。

)

は

、

第

二

十

二

条

第

一

項

第

一

号

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

第

一

種

報

酬

の

額

に

、

月

曜

日

か

ら

金

曜

日

ま

で

の

一

週

間

当

た

り

の

勤

務

す

べ

き

勤

務

時

間

数

を

乗

じ

、

さ

ら

に

五

十

二

を

乗

じ

て

得

た

額

を

十

二

で

除

し

て

得

た

額

と

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

時

間

講

師

の

期

末

手

当

基

礎

額

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

掲

げ

る

額

と

す

る

。

 

 

一

 

基

準

日

前

一

箇

月

以

内

に

退

職

し

、

若

し

く

は

失

職

し

、

又

は

死

亡

し

た

者

 

退

職

し

、

若

し

く

は

失

職

し

、

又

は

死

亡

し

た

日

の

前

日

に

お

い

て

当

該

者

が

受

け

る

べ

き

第

一

種

報

酬

の

額

に

基

づ

く

期

末

手

当

基

礎

額

 

 

二

 

基

準

日

に

お

い

て

、

労

働

者

災

害

補

償

保

険

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

五

十

号

。

以

下

「

労

災

保

険

法

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

る

休

業

補

償

給

付

若

し

く

は

傷

病

補

償

年

金

（

以

下

「

休

業

補

償

給

付

等

」

と

い

う

。

）

、

労

災

保

険

法

の

規

定

に

よ

る

休

業

給

付

若

し

く

は

傷

病

年

金

（

以

下

「

休

業

給

付

等

」

と

い

う

。

）

又

は

東

京

都

非

常

勤

職

員

の

公

務

災

害

補

償

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

四

十

二

年

東

京

都

条

例

第

百

十

四

号

。

以

下

「

非

常

勤

公

務

災

害

補

償

　22　



条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

る

休

業

補

償

若

し

く

は

傷

病

補

償

年

金

（

以

下

「

休

業

補

償

等

」

と

い

う

。

）

を

受

け

て

い

る

者

 

当

該

者

の

第

一

種

報

酬

の

額

に

基

づ

く

期

末

手

当

基

礎

額

。

た

だ

し

、

基

準

日

現

在

労

災

保

険

法

第

十

二

条

の

二

の

二

第

二

項

又

は

非

常

勤

公

務

災

害

補

償

条

例

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

休

業

補

償

給

付

等

、

休

業

給

付

等

又

は

休

業

補

償

等

を

百

分

の

七

十

に

減

額

さ

れ

て

い

る

場

合

に

お

い

て

は

、

第

一

種

報

酬

の

百

分

の

七

十

の

額

に

基

づ

く

期

末

手

当

基

礎

額

 

 

三

 

基

準

日

に

お

い

て

、

法

第

二

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

そ

の

報

酬

を

減

額

さ

れ

て

い

る

者

 

減

給

さ

れ

た

後

の

第

一

種

報

酬

の

額

に

基

づ

く

期

末

手

当

基

礎

額

 

 

四

 

基

準

日

に

お

い

て

育

児

休

業

法

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

育

児

休

業

中

の

者

 

基

準

日

現

在

に

お

い

て

当

該

者

が

受

け

る

べ

き

第

一

種

報

酬

の

額

に

基

づ

く

期

末

手

当

基

礎

額

 

 

五

 

教

育

長

が

別

に

定

め

る

者

 
教

育

長

が

別

に

定

め

る

期

末

手

当

基

礎

額
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（

期

末

手

当

の

支

給

日

）

 

第

三

十

一

条

 

期

末

手

当

の

支

給

日

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

 

一

 

六

月

一

日

の

基

準

日

に

係

る

期

末

手

当

に

あ

つ

て

は

六

月

三

十

日

（

教

育

長

が

別

に

定

め

る

場

合

は

十

二

月

十

日

）

 

 

二

 

十

二

月

一

日

の

基

準

日

に

係

る

期

末

手

当

に

あ

つ

て

は

十

二

月

十

日

 

２

 

前

項

各

号

に

定

め

る

日

が

日

曜

日

に

当

た

る

と

き

は

そ

の

日

の

前

々

日

を

、

同

項

各

号

に

定

め

る

日

が

土

曜

日

に

当

た

る

と

き

は

そ

の

日

の

前

日

を

支

給

日

と

す

る

。

 

３

 

前

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

教

育

長

は

、

非

常

災

害

、

給

与

事

務

の

ふ

く

そ

う

そ

の

他

の

理

由

に

よ

り

、

前

二

項

に

定

め

る

支

給

日

に

支

給

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

認

め

た

場

合

に

お

い

て

は

、

別

に

支

給

日

を

定

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

期

末

手

当

基

礎

額

の

端

数

計

算

）

 

第

三

十

二

条

 

期

末

手

当

基

礎

額

に

一

円

未

満

の

端

数

を

生

じ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

捨

て

る

も

の

と

す

る

。

 

 

別

表

第

一

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

別

表

第

一

（

第

十

八

条

関

係

）
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所

定

の

勤

務

日

数

（

四

月

一

日

か

ら

翌

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

任

用

さ

れ

る

場

合

）

 

週

五

日

以

上

 

週

四

日

 

週

三

日

 

週

二

日

 

週

一

日

 

任

用

期

間

中

の

勤

務

日

数

（

右

記

以

外

の

任

用

期

間

の

場

合

）

 

二

百

十

七

日

以

上

 

百

六

十

九

日

か

ら

二

百

十

六

日

ま

で

 

百

二

十

一

日

か

ら

百

六

十

八

日

ま

で

 

七

十

三

日

か

ら

百

二

十

日

ま

で

 

四

十

八

日

か

ら

七

十

二

日

ま

で

 

第 十 八 条 在 職 期 間  

一

年

未

満

 

十

日

 

七

日

 

五

日

 

三

日

 

一

日

 

一

年

 

十

一

日

 

八

日

 

六

日

 

四

日

 

二

日

 

二

年

 
十

二

日

 

九

日

 

六

日

 

四

日

 

二

日

 

三

年

 

十

四

日
 

十

日

 

八

日

 

五

日

 

二

日

 

四

年

 

十

六

日

 

十

二

日

 

九

日

 

六

日

 

三

日

 

五

年

 

十

八

日

 
十

三

日

 

十

日

 

六

日

 

三

日
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六

年

以

上

 

二

十

日

 

十

五

日

 

十

一

日

 

七

日

 

三

日

 

 

別

表

第

一

の

二

を

削

る

。

 

 

別

表

第

二

及

び

別

表

第

三

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

別

表

第

二

（

第

十

八

条

の

二

関

係

）

 
所

定

の

勤

務

日

数

 

付

与

日

数

 

週

四

日

以

上

 

三

日

 

週

三

日

 

二

日

 

別

表

第

三

（

第

二

十

二

条

関

係

）
 

教

育

職

員

と

し

て

の

経

験

年

数

等

 

時

間

額

（

円

）

 

経

験

区

分

 
経

験

年

数

 

一

 

一

年

未

満

 

一

、

八

八

〇

 

二

 

一

年

以

上

二

年

未

満

 

一

、

九

五

〇

 

三

 

二

年

以

上

三

年

未

満

 

二

、

〇

二

〇

 

四

 

三

年

以

上

四

年

未

満

 

二

、

〇

九

〇
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五

 

四

年

以

上

五

年

未

満

 

二

、

一

六

〇

 

六

 

五

年

以

上

六

年

未

満

 

二

、

二

三

〇

 

七

 

六

年

以

上

七

年

未

満

 

二

、

三

一

〇

 

八

 

七

年

以

上

八

年

未

満

 

二

、

四

〇

〇

 

九

 

八

年

以

上

九

年

未

満

 

二

、

四

九

〇

 

十

 
九

年

以

上

十

年

未

満

 

二

、

五

八

〇

 

十

一

 

十

年

以

上

十

一

年

未

満

 

二

、

六

六

〇

 

十

二

 

十

一

年

以

上

十

二

年

未

満

 

二

、

七

八

〇

 

十

三

 

十

二

年

以

上

十

三

年

未

満

 

二

、

八

六

〇

 

十

四

 

十

三

年

以

上

十

四

年

未

満

 

二

、

九

六

〇

 

十

五

 

十

四

年

以

上

十

五

年

未

満
 

三

、

〇

五

〇

 

十

六

 

十

五

年

以

上

十

六

年

未

満

 

三

、

一

五

〇

 

十

七

 

十

六

年

以

上

十

七

年

未

満

 

三

、

二

五

〇

 

十

八

 

十

七

年

以

上

 
 

 
 

三

、

三

五

〇

 

 

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

別

記

第

七

号

様

式

ま

で

を

削

る

。
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附

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）
 

２

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

講

師

の

報

酬

等

に

関

す

る

条

例

及

び

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

講

師

の

報

酬

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

元

年

東

京

都

条

例

第

 

号

。

以

下

「

改

正

条

例

」

と

い

う

。

）

附

則

第

二

項

に

規

定

す

る

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

教

育

委

員

会

が

別

に

定

め

る

者

（

以

下

「

経

過

措

置

の

対

象

者

」

と

い

う

。

）

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

五

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

（

以

下

「

経

過

措

置

期

間

」

と

い

う

。

）

に

改

正

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

講

師

の

報

酬

等

に

関

す

る

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

認

定

の

基

準

（

以

下

「

認

定

基

準

」

と

い

う

。

）

に

引

き

続

き

該

当

す

る

も

の

（

経

過

措

置

期

間

中

に

認

定

基

準

を

満

た

さ

な

く

な

っ

た

場

合

は

そ

れ

以

降

の

期

間

を

除

く

。

）

と

す

る

。

 

３

 

改

正

条

例

附

則

第

二

項

の

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

基

準

は

、

学

校

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

七

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

）

第

十

五

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。
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４

 
改

正

条

例

附

則

第

三

項

の

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

日

数

は

、

九

十

日

と

す

る

。

 

５

 

経

過

措

置

の

対

象

者

に

係

る

第

一

種

報

酬

の

額

は

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

第

二

十

二

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

附

則

別

表

に

定

め

る

額

と

す

る

。

 

６

 

改

正

後

の

規

則

第

二

十

八

条

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

令

和

二

年

三

月

三

十

一

日

以

前

の

期

間

は

通

算

し

な

い

。

た

だ

し

、

令

和

二

年

度

に

限

り

、

第

三

十

一

条

第

一

項

第

一

号

の

六

月

一

日

の

基

準

日

に

係

る

期

末

手

当

に

つ

い

て

、

経

過

措

置

の

対

象

者

の

期

末

手

当

の

支

給

に

係

る

期

間

の

算

出

に

当

た

っ

て

は

、

令

和

元

年

十

二

月

二

日

か

ら

令

和

二

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

在

職

期

間

を

通

算

す

る

も

の

と

す

る

。

 

附

則

別

表

 

教

育

職

員

と

し

て

の

経

験

年

数

等

 

時

間

額

（

円

）

 

経

験

区

分

 

経

験

年

数

 
令

和

二

年

度

 

令

和

三

年

度

 

令

和

四

年

度

 

一

 

一

年

未

満

 
 

 
 

二

 

一

年

以

上

二

年

未

満

 

二

、

一

四

〇
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三
 

二

年

以

上

三

年

未

満

 

二

、

二

二

〇

 

二

、

一

四

〇

 
 

四

 

三

年

以

上

四

年

未

満

 

二

、

三

〇

〇

 

二

、

二

二

〇

 

二

、

一

四

〇

 

五

 
四

年

以

上

五

年

未

満

 

二

、

三

八

〇

 

二

、

三

〇

〇

 

二

、

二

二

〇

 

六

 

五

年

以

上

六

年

未

満

 

二

、

四

六

〇

 

二

、

三

八

〇

 

二

、

三

〇

〇

 

七

 

六

年

以

上

七

年

未

満

 

二

、

五

四

〇

 

二

、

四

六

〇

 

二

、

三

八

〇

 

八

 

七

年

以

上

八

年

未

満

 

二

、

六

三

〇

 

二

、

五

四

〇

 

二

、

四

六

〇

 

九

 

八

年

以

上

九

年

未

満
 

二

、

七

三

〇

 

二

、

六

三

〇

 

二

、

五

四

〇

 

十

 

九

年

以

上

十

年

未

満

 

二

、

八

四

〇

 

二

、

七

三

〇

 

二

、

六

三

〇

 

十

一

 

十

年

以

上

十

一

年

未

満

 

二

、

九

四

〇

 

二

、

八

四

〇

 

二

、

七

三

〇

 

十

二

 

十

一

年

以

上

十

二

年

未

満

 
三

、

〇

三

〇

 

二

、

九

四

〇

 

二

、

八

四

〇

 

十

三

 

十

二

年

以

上

十

三

年

未

満

 

三

、

一

七

〇

 

三

、

〇

三

〇

 

二

、

九

四

〇

 

十

四

 

十

三

年

以

上

十

四

年

未

満

 

三

、

二

六

〇
 

三

、

一

七

〇

 

三

、

〇

三

〇
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十

五

 

十

四

年

以

上

十

五

年

未

満

 

三

、

二

六

〇

 

三

、

二

六

〇

 

三

、

一

七

〇

 
十

六

 

十

五

年

以

上

十

六

年

未

満

 

三

、

二

六

〇

 

三

、

二

六

〇

 

三

、

二

六

〇

 

十

七

 
十

六

年

以

上

十

七

年

未

満

 

三

、

二

六

〇

 

三

、

二

六

〇

 

三

、

二

六

〇

 

十

八

 

十

七

年

以

上

 

三

、

三

五

〇

 

三

、

三

五

〇

 

三

、

三

五

〇
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都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

及

び

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

元

年

 
 

月

 
 

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

及

び

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

第

一

条

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

一

条

中

「

第

二

条

第

三

項

」

を

「

第

二

条

第

二

項

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

六

条

第

一

項

中

「

、

職

員

の

試

験

及

び

選

考

に

関

す

る

規

則

(

昭

和

二

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

二

号

)

第

二

条

第

九

号

の

規

定

に

基

づ

き

」

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

選

考

の

方

法

」

を

「

選

考

は

公

募

に

よ

る

こ

と

と

し

、

そ

の

方

法

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

を

削

る

。

 

 
 

第

七

条

第

四

項

を

削

る

。

 

 
 

第

十

六

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

 

（

勤

務

時

間

）

 

 

第

十

六

条

の

二

 

条

例

第

九

条

に

規

定

す

る

職

務

の

性

質

に

よ

り

こ

れ

に

よ

り

難

い

場

合

の

勤

務

時

間

は

、

一

日

に

つ

き

五

時

間

と

す

る

。

 

 
 

第

十

七

条

第

一

項

中

「

一

月

に

つ

き

十

六

日

と

す

る

」

を

「

一

任

期

に

つ

き

百

九

十

二

日

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

、

月

十

六

日

相

当

の

日

数

を

教

育

長

が

別

に

定

め

る

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項
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中

「

職

務

の

性

質

に

よ

り

特

別

の

勤

務

形

態

に

よ

っ

て

勤

務

す

る

必

要

の

あ

る

場

合

の

勤

務

日

数

は

、

一

任

期

に

つ

き

百

九

十

二

日

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

、

月

十

六

日

」

を

「

前

条

の

規

定

に

よ

り

一

日

の

勤

務

時

間

が

五

時

間

と

定

め

ら

れ

た

日

勤

講

師

の

勤

務

日

数

は

、

一

任

期

に

つ

き

二

百

十

六

日

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

、

月

十

八

日

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

十

九

条

の

二

中

「

七

時

間

四

十

五

分

の

」

を

「

定

め

ら

れ

た

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

十

条

第

四

項

第

五

号

中

「

第

一

項

か

ら

第

四

項

ま

で

」

を

「

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

中

「

七

時

間

四

十

五

分

」

を

「

一

日

の

勤

務

時

間

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

十

四

条

第

一

項

中

「

七

時

間

四

十

五

分

」

を

「

一

日

の

勤

務

時

間

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

十

六

条

第

一

項

第

一

号

中

「

別

表

第

三

」

を

「

一

日

の

勤

務

時

間

を

基

準

と

し

て

、

別

表

第

三

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

十

九

条

第

一

項

中

「

第

一

項

か

ら

第

四

項

ま

で

、

第

七

項

及

び

第

十

五

項

」

を

「

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

、

第

七

号

及

び

第

十

五

号

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 

３

 

第

一

項

及

び

前

項

に

規

定

す

る

免

除

の

手

続

に

つ

い

て

は

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

 

 
 

第

二

十

九

条

第

四

項

及

び

第

五

項

を

削

る

。

 

 
 

別

表

第

三

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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別

表

第

三

（

第

二

十

六

条

関

係

）

 

 

一

日

の

勤

務

時

間

が

七

時

間

四

十

五

分

の

日

勤

講

師

 

報

酬

額

（

月

額

）

 

一

九

四

、

四

〇

〇

円

 

一

日

の

勤

務

時

間

が

五

時

間

の

日

勤

講

師

 

報

酬

額

（

月

額

）

 

一

四

一

、

一

〇

〇

円

 

 
 

別

記

第

一

号

様

式

及

び

別

記

第

二

号

様

式

を

削

る

。

 

第

二

条

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

平

成

三

十

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

七

条

の

改

正

規

定

中

「

及

び

同

条

第

四

項

」

を

削

る

。

 

 
 

第

二

十

二

条

の

二

の

改

正

規

定

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

十

二

条

の

二

第

二

項

中

「

一

般

職

の

非

常

勤

の

職

員

と

し

て

」

を

「

会

計

年

度

任

用

の

職

に

あ

っ

て

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

在

職

期

間

が

一

年

以

上

で

あ

る

」

を

「

次

の

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

 

 
 

一

 

第

二

十

条

在

職

期

間

が

一

年

以

上

で

あ

る

日

勤

講

師

 

 
 

二

 

一

日

に

つ

き

定

め

ら

れ

た

勤

務

時

間

が

六

時

間

十

五

分

以

上

で

あ

る

勤

務

日

が

あ

る

日

勤
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講

師

 

 
 

第

三

十

一

条

を

第

三

十

八

条

と

し

、

第

三

十

条

を

改

め

、

同

条

を

第

三

十

七

条

と

し

、

第

二

十

九

条

の

二

の

次

に

七

条

を

加

え

る

改

正

規

定

の

う

ち

、

第

三

十

条

第

二

項

第

三

号

中

「

（

法

第

十

六

条

第

一

号

に

該

当

し

て

失

職

し

た

者

を

除

く

。

）

」

を

削

る

。

 

 
 

附

則

第

一

項

中

「

平

成

三

十

二

年

四

月

一

日

」

を

「

令

和

二

年

四

月

一

日

」

に

改

め

、

附

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

 

４

 

改

正

後

の

規

則

第

三

十

二

条

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

令

和

二

年

三

月

三

十

一

日

以

前

の

期

間

は

通

算

し

な

い

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。
 

 

一

 

第

二

条

の

規

定

（

第

三

十

一

条

を

第

三

十

八

条

と

し

、

第

三

十

条

を

改

め

、

同

条

を

第

三

十

七

条

と

し

、

第

二

十

九

条

の

二

の

次

に

七

条

を

加

え

る

改

正

規

定

の

う

ち

第

三

十

条

第

二

項

第

三

号

の

改

正

規

定

を

除

く

。

）

 

公

布

の

日
 

 

二

 

第

二

条

中

第

三

十

一

条

を

第

三

十

八

条

と

し

、

第

三

十

条

を

改

め

、

同

条

を

第

三

十

七

条

と

し

、

第

二

十

九

条

の

二

の

次

に

七

条

を

加

え

る

改

正

規

定

の

う

ち

第

三

十

条

第

二

項

第

三

号

の
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改

正

規

定

 

令

和

元

年

十

二

月

十

四

日
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職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

四

年

東

京

都

規

則

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

 

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

十

条

第

二

項

中

「

に

は

」

を

「

で

」

に

改

め

、

「

、

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

講

師

の

報

酬

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

条

例

第

三

十

号

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

っ

て

は

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

号

）

第

二

十

八

条

の

規

定

を

」

を

削

り

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

条

例

第

十

五

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

報

酬

を

減

額

す

る

場

合

で

、

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

講

師

の

報

酬

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

条

例

第

三

十

号

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

う

ち

、

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

号

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

っ

て

は

同

規

則

第

二

十

八

条

の

規

定

を

、

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

四

号

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

っ

て

は

同

規

則

第

二

十

三

条

の

二

の

規

定

を

準

用

す

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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